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䛊ㄽ文䛋 

 

 Ꮫⓗ⯆ᴗ◊✲ᡤタ❧ࠖについて⛉ࠕ

      䠉「根津家㈨ᩱ」を手かりとして䠉 

 

東亜同文書院大学グᛕ䝉ン䝍ー◊✲ဨ 武 ⩏ 

 
䛿䛨䜑䛻㻌

本ㄽは、ᮧ上武Ặが1996年に東亜同文書院大

学グᛕ䝉ン䝍ーに寄託された根津一（ึ代・第୕

代東亜同文書院院長、東亜同文会幹事長）に関

する㈨ᩱを中心とする「根津家㈨ᩱ」に含まれる

㻺㼛3䠉37「⛉学的⯆業◊✲所タ立」を取り上䛢、

その内ᐜを明らかにする。また、1914年から22年

まで東亜同文書院にタ⨨されていた、中国の㈨

※を㛤Ⓨしそれにᇶ䛵いてᑠᕤ業を⯆せる人ᮦ

の育成を目ᣦした㎰ᕤ⛉をཧ⪃として、同の≉

ᚩについても明らかにしていく(1)。 

この㈨ᩱは、中国による⮬国内の㈨※の⛉学

的応⏝とそのᐩ力㛤ⓎがⓎᒎ途上であることを踏

ま䛘、㈨※㛤Ⓨとᐩ力増Ṫのために㖔≀や㎰⏘

≀などについて調ᰝ◊✲を行う◊✲所を、中国の

各省城にタ⨨するというである。ᐇ⌧すれ䜀大

規ᶍな事業となったྍ⬟ᛶがあるが、䛄東亜同文

会ྐ䛅（㟘ᒣ会、1988 年）➼に関係㈨ᩱは㘓さ

れていないため、までゝཬされてこなかった。

また、このにはస成年月日やస成者名のグ㍕

がないなど明なⅬもある。 

しかし、根津一が幹事長もົめた東亜同文会は

東亜同文書院を経Ⴀしたほか、東䜰䝆䜰地ᇦで

教育活動をᒎ㛤していた。例䛘䜀 1899 年に東京

同文書院のタ立をはじめ、朝鮮半島では韓国保

ㆤ国化までのわずか数年であったが、ᖹተ日ㄒ

学校や城津学ᇽを経Ⴀし、また京城学ᇽ、韓南学

ᇽ、㐩城学校などに⿵助㔠を支⤥していた。さら

に 1920 年代になると、中国人を対㇟とした東亜同

文書院中⳹学生部、₎ཱྀ同文書院、ኳ津同文書

院などの教育ᶵ関もタ立した(2)。 

このような活動をᗈく行い、東亜同文書院に㎰

ᕤ⛉をタ⨨した東亜同文会の内部で、どれほど

会ဨに認▱され、㆟ㄽがᒎ㛤されたのかは別とし

て、事業方針の䠍つとして「⛉学的⯆業◊✲所タ

立」がᡴち立てられたと⪃䛘ることはጇ当であろ

う。 

また、స成者名がないため根津が⮬らまとめた

のかどうかという問が出てくる。の東亜同文会

会ဨによるものであったということも༑分ありᚓる

が、根津は 1900 年から 14 年まで、1 年間を㝖き

東亜同文会幹事長と東亜同文書院院長をව任し

ており、14 年に㎰ᕤ⛉が東亜同文書院にㄌ生し

た時の院長でもあった(3)。こうした㠀ᖖに重要な

立ሙにあったことを⪃៖すると、᩿定はできない

が、仮に根津⮬らがまとめたものではなかったと

しても「⛉学的⯆業◊✲所タ立」のస成㐣⛬で

ఱらかのᙳ㡪を与䛘たྍ⬟ᛶがあり、ゆ䛘に同

が彼の手元にṧされたのではないかとも推察され

る。 

さて、㎰ᕤ⛉は本ㄽでもゐれるが、㈨※の㛤Ⓨ

と活⏝というほⅬにおいて「⛉学的⯆業◊✲所タ

立」にもඹ通する部分があった(4)。そのため

「⛉学的⯆業◊✲所タ立」を㎰ᕤ⛉とẚ㍑し、ま

たは関㐃けるస業を通じて、ෑ㢌でᥖ䛢たほⅬ

から⪃察を進めていく。 
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ซ例）䐟ᘬ⏝㈨ᩱでは「支㑣」、「日支」などの⏝

ㄒが出てくるが、原文のままとした。 

䐠ᘬ⏝㈨ᩱの文❶は₎Ꮠ䜹䝍䜹ナ文を₎

Ꮠ䜂らがな文にᨵめた。 

   䐡ᘬ⏝㈨ᩱには「ᐩ※」と「㈨※」のㄒྃが

Ⓩሙするが、↹㞧さを避けるため、ᘬ⏝

部分を㝖いて本文ではᇶ本的に「㈨※」

と表グした。 

   մᘬ⏝㈨ᩱの₎Ꮠは原則として当⏝₎Ꮠ

にᨵめた。 

 
㻝䠊䛂⛉Ꮫⓗ⯆ᴗ◊✲ᡤタ❧䛃䛾᪨㻌

最ึに、「⛉学的⯆業◊✲所タ立」の᪨を

㡰␒にみていくことにする。まずෑ㢌で 

支㑣はኳ↛のᐩ※༤ཌにして地中地表のᐆ

ⶶ↓㝈なりと㞪もஅを⛉学的に応⏝しのᐩ

力を㛤Ⓨせんとḧするものᬛ㆑の㈨力

ḞஈせるがⅭめṤんどஅをᗫ≀どして㢳み

䛦るの≧ែにしてㄔに③ᝰの⮳りにሓ䛘ず

(5) 

とグされ、中国には地中や地表に㈨※が↓㝈に

Ꮡᅾするが、⛉学的に応⏝しᐩの力を㛤Ⓨする

にも▱㆑・㈨力がஈしいために、ほとんど要≀と

みなし㢳みない≧ែであるとㄝく。その上で、㈨

※を㛤Ⓨしそのᐩ力を増Ṫしようとする方法として、

◊✲所タ立が♧される。 

の㈨※を㛤Ⓨしてのᐩ力を増Ṫせん

とḧせ䜀の一法として省城ẖに本の⛉

学的⯆業◊✲所をタ立しஅに日本より⪁練

のᑓ㛛ᢏᖌを派遣しᕪ当りの省内の㖔≀

ཬ㎰⏘≀にᑵきஅを調ᰝ◊✲して䈈(6) 

すなわち、中国の各省の㤳府である省城䛤とに⛉

学的⯆業◊✲所をタ⨨し、日本から経㦂を多く✚

んだᑓ㛛ᢏᖌを◊✲所に派遣して、省内の㖔≀

や㎰⏘≀について調ᰝ◊✲を行うことが㏙べられ

ている。ここでは◊✲所を 1 か所ではなく、省城䛤

とにタ⨨するというⅬに≉ᚩがある。 

さらに⥆けて、調ᰝ◊✲を踏ま䛘て⯆業のィ⏬

を立するというᵓとともに、⯆業のあり方やあ

るべき中国のጼが♧される。 

䈈の⯆業のタィを立しஅを支㑣官憲に 

ᥦ౪しのᚲ要に応じ人と㈨力とを日本より

౪⤥し以て日支合ᘚとⅭさは文化的に支㑣

のᐩ※を㛤Ⓨし所ㅝ日支親ၿඹ┈以て支㑣

をᐩ国たらしむべきなり(7) 

「அを支㑣官憲にᥦ౪し」とは、立された⯆業ィ

⏬を中国の官憲にᥦ♧して、⌮ゎまたは協力をᚓ

るというពと思われるが、上グᘬ⏝部分では、

ィ⏬をもとに日中合ᘚの事業が⯆されるなら䜀、

文化的に中国の㈨※を㛤Ⓨし、日中親ၿ、日中

両国の┈というほⅬから中国を経῭的に㇏かな

国にするべきであるという内ᐜがグされており、㈨

※をᕠる日中関係ほが♧されていると⌮ゎできよ

う。なお、ᘬ⏝中にある「文化的」のㄒྃは、その

๓後のグ㏙から、日中両国が協調するというព

で⏝いられているかと思われる。 

 そして最後に、ᑓ㛛学校タ立ᵓを㏙べて᪨

は締めくくられる。 

䈈⪋しての事業より┈する所ののᗄ

分を本所に寄㝃せしめ⨨きஅを集✚して

日Ṉ✀のᑓ㛛学校タ立の㈨とさ䜀教育上に

も大なるຠ果を与ふべきなり(8) 

⯆業ィ⏬にᇶ䛵きᒎ㛤される事業から生じる┈

のᗄ分かを◊✲所に寄させ、これを㈓めておき、

いつの日かタ立するᑓ㛛学校の㈨㔠とすることが

ㅻわれている。つまり、⛉学的⯆業◊✲所をᅵྎ

に、ᑓ㛛学校タ立というᙧでᑗ来的に教育活動を

行うこともど野に入れていたことが分かる。また、

「教育上にも大なるຠ果を与ふべきなり」とある

ことから、教育㠃での成果も期ᚅしていたᵝᏊが

うかが䛘る。 

 

㻞䠊⛉Ꮫⓗ⯆ᴗ◊✲ᡤ䛾άືෆᐜ㻌

⛉学的⯆業◊✲所は㎰業ㄢ、㖔業ㄢ、〇㐀ㄢ

の 3 ㄢに分かれており、それ䛮れのㄢのฎ⌮事

㡯として、㎰業ㄢは䐟స≀᱂ᇵ法のᨵⰋに関す

るᣦᑟヨ㦂および◊✲、䐠స≀ᐖの治⒪㥑

使㝖法、予㜵法などに関するᣦᑟヨ㦂および◊

✲、䐡ᅵ地ᨵⰋに関する調ᰝおよびタィ、をᢸ

当するィ⏬であった。同ᵝに、㖔業ㄢは䐟㖔業に

関する調ᰝおよびタィ、䐠㖔⏘≀およびその

⏝法に関する調ᰝおよびᣦᑟ、〇㐀ㄢは䐟〇㐀

ᕤ業原ᩱရおよびその⏝法の調ᰝ◊✲、䐠ᅾ
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来〇㐀ᕤ業のᨵⰋに関するᣦᑟヨ㦂および◊✲、

というィ⏬となっていた(9)。多ᒱにわたり調ᰝや

◊✲などをᅗしていたᵝᏊがᾋかび上がる。 

また、人ဨは日本人ᢏᖌ・ᢏ手と中国人ᢏ手・

助手・使とされていた。各ㄢにおける人ဨ配⨨

は日本人ᢏᖌ・ᢏ手のሙ合、それ䛮れ 1 名ずつ

の合ィ 6 名であったが、中国人のሙ合は㎰業ㄢ

ᢏ手 2 名、助手 10 名、使 8 名、㖔業ㄢᢏ手 3

名、助手8名、使8名、〇㐀ㄢᢏ手3名、助手5

名、使 10 名というල合であった。そしてᢏᖌは

大学卒業後約 10 年を経て学㆑、ᢏ⾡などの༑分

な者、日本人ᢏ手は㧗➼ᑓ㛛学校卒業後約10年

を経た者で、ᐇ地に༑分⇍㐩した者とされていた

(10)。 

 一方、予⟬の方は経ᖖ費と臨時費がタ定されて

いたが、経ᖖ費 8  8,500 のうち、ಧ⤥が 6 

4,000 と大ᖜな್を༨めていた。その内ヂは 1

人 1 年につき日本人はᢏᖌ 7,000 、ᢏ手 4,000

、中国人はᢏ手1,500、助手600、使200

であった(11)。同じᢏ手でも日本人と中国人で

㢠にᕪがあることが分かる。しかし日本人の方が

㧗いのは、㧗➼教育をಟめ学㆑、ᢏ⾡➼の㠃で

優れている者を中国へᣍ⪸するためのᥐ⨨であ

ったと⪃䛘られる。以ୗ、᪑行費 1  8,000 、⸆

ရ費2,000、ჾලᶵᲔ費1,500、ᅗ書費・ᗢົ

費・㞧費予備費がそれ䛮れ 1,000 となってい

る。 

また、臨時費は 7 とされ、ჾලᶵᲔ費とᅗ

書ᶆ本費で༨められていた。それ䛮れのㄢにお

けるこれらの費⏝は、㎰業ㄢのሙ合、ჾලᶵᲔ費

15,000、ᅗ書ᶆ本費3,000であり、㖔業ㄢ

はჾලᶵᲔ費2、ᅗ書ᶆ本費2,000、〇㐀

ㄢはჾලᶵᲔ費3 5,000 、ᅗ書ᶆ本費5,000

であった。だが、これらの㔠㢠の合ィは 8 

となり、上グの7とẚべて1のㄗᕪがある。

文書స成時にఱらかのィ⟬䝭スが生じたものと思

われるが、ここでは原文にグされる数Ꮠをそのま

まᣲ䛢ておく。 

また、ᘓ≀のᗈさは㖔業ㄢが70ᆤ、㎰業ㄢと〇

㐀ㄢがそれ䛮れ200ᆤであり、㎰業ㄢはほかに⪔

స地6 ᆤが定されていた(12)。 

 

㻟䠊䛂⛉Ꮫⓗ⯆ᴗ◊✲ᡤタ❧䛃䛾≉ᚩ㻌

 ところで、「⛉学的⯆業◊✲所タ立」のᛶ᱁を

⪃䛘る㝿に㎰ᕤ⛉はཧ⪃となる。 

⟶ぢの㝈り、最ึの㎰ᕤ⛉ᵓは辛亥革命┤

後の 1912 年に東亜同文会名でまとめられた䛄対

支㑣経Ⴀ助成䛅にⓏሙする。当時東亜同文会

幹事長ව東亜同文書院院長だった根津一は、㈈

※をとりあ䛘ずど野に入れずに、㈨㔠ができたら

どれくらいのがᚲ要かというぢ地から 14 のを

ᚓていると㏙べるが、この中に含まれる「≉✀学生

養成」が㎰ᕤ⛉ᵓにヱ当する(13)。「≉✀学

生養成」では、「支㑣経Ⴀ」を行うために東亜同

文書院に㎰ᕤ⛉を新タして卒業後に中国のṪ⏘

⯆業にᚑ事し、また中国内地᪑行中に集した

原ᩱのヨ㦂結果を公表して日本の事業家をㄏᑟ

すると同時に、そのᚑ業者を養成して中国の㈨※

を㛤Ⓨすることができる人ᮦの育成が目的として

ᥖ䛢られていた(14)。 

 2 年後の 1914 年に外ົ省から 3 年分の⿵助㔠

を⋓ᚓして㎰ᕤ⛉はタ⨨されたが、その目的は

「㎰ᕤ⛉新タ䝜᪨」によれ䜀、中国にᏑᅾする

ᮍ㛤Ⓨ㈨※や㎰ᕤ⏘≀を活かして日本の経῭的

Ⓨᒎにᙺ立たせることで、中国における経῭活動

を㈨本ᢞୗᘧのḢ⡿ㅖ国とは␗なる方法で行うこ

とがពᅗされていた。㎰ᕤ⛉はලయ的にはそうし

た活動にᦠわることのできる人ᮦ、すなわち中国

の㈨※を㛤Ⓨし活⏝して、ᑠᕤ業を⯆すことがで

きる人ᮦの育成を目ᣦしていた(15)。 

 したがって、㎰ᕤ⛉と「⛉学的⯆業◊✲所タ立

」とを↷らし合わせると、㈨※を㛤Ⓨしそれを活

⏝して事業を⯆すという目ᶆがタ定されていたⅬ

は、根本的にඹ通している。 

しかし、「⛉学的⯆業◊✲所タ立」において、

より┤᥋的に㈨※の調ᰝと◊✲を行うことや、◊✲

所を各省の省城にタ立するᵓが表されていた

ことは、㎰ᕤ⛉とẚ㍑したሙ合に大きな≉ᚩとして

ぢ出せる。また、日中合ᘚという⯆業のあり方や、

それを通じて中国を経῭的に㇏かな国にすべき

であるというᙇがなされているⅬも、大きな≉ᚩ

である。 

さて、㎰ᕤ⛉は第 1 次大ᡓ後に東亜同文会を

┤ᧁした㈈政㞴によって 1920 年にᗫṆがỴ定さ
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れ、1922 年正ᘧにᗫṆされた。この間、1919 年㎰

ᕤ⛉からᕤ業⛉へとᨵめられたほか、㎰ᕤ⛉のᏑ

ᅾやᐇ⦼をᇶ┙にして「上ᾏᕤ業◊✲所」という

ᶵ関を東亜同文書院内にタ⨨するヨみもみられ、

同年 8 月に∾野ఙ㢧東亜同文会会長から原ᩗ内

㛶総⌮大⮧に⏦ㄳが出されるという動きがあった。

しかし、「上ᾏᕤ業◊✲所」は予⟬が認ྍされず

ᐇ⌧しなかった(16)。 

以上のような東亜同文会や東亜同文書院を取り

ᕳく≧ἣを⪃䛘ると、「⛉学的⯆業◊✲所タ立」

は㎰ᕤ⛉ᗫṆがỴ定され、ᐇ施された 1920 年代

ึ㢌の時期に、それに代わる新たなᵓとしてᡴ

ち出されたものであったのではないかと推察され

る。 

  
䛚䜟䜚䛻㻌

 以上、⡆༢ながら「⛉学的⯆業◊✲所タ立」

について、タ立᪨やᵓの内ᐜを明らかにす

るとともに、東亜同文書院㎰ᕤ⛉を手かりとして

同の≉ᚩを明らかにしてきた。  

 「⛉学的⯆業◊✲所タ立」は中国の㈨※の㛤

Ⓨと活⏝というព㆑が根ᗏにあったが、それは中

国が㈨※㛤ⓎのⓎᒎ途上であるという⌧≧を踏ま

䛘、㈨※㛤Ⓨとᐩ力増Ṫのために調ᰝ◊✲を行

い、また⯆業のィ⏬を立するという内ᐜでලయ

化されていた。一方で、日中合ᘚという事業のあり

方や、中国を経῭的に㇏かな国にすべきであると

いうᙇは、このが日本の独ၿ的な経῭活動に

㝗らず、中国とᥦᦠし協力し合うというጼ勢を♧し

ているとᤊ䛘られる。これは㈨※を፹介とした日中

関係のあり方のᶍ⣴ともゎ㔘できよう。 

 後のㄢ題としては、㎰ᕤ⛉タ⨨期を中心とし

て、中国に所ⶶされる㈨※に対する東亜同文会

や根津一をはじめとする同会会ဨの認㆑、そして

それに立⬮した同会の対中関係のᶍ⣴のᵝᏊな

どについて調ᰝを進めていくとともに、それらと

「⛉学的⯆業◊✲所タ立」との関㐃ᛶをさらに

ぢけ、᳨ウしていくᚲ要があると⪃䛘る。 

 

ト䠖 

(1)「根津家㈨ᩱ」の紹介とᮧ上武Ặによる㈨ᩱ寄 

託の経⦋➼についてはᣋ✏「グᛕ䝉ン䝍ー所 

ⶶ根津家㈨ᩱ目㘓」（䛄同文書院グᛕሗ䛅㼂㼛㼘㻚  

15、2007 年3 月）をཧ↷。 

(2)東京同文書院については䛄東亜同文会ྐ䛅73

䡚81 㡫（㟘ᒣ会、1988 年）、保ᆏ治 「ᮁ目ⓑに

あった東京同文書院」（䛄同文書院グᛕሗ䛅

㼂㼛㼘㻚17、2009 年）、朝鮮半島における教育ᶵ関

については✄ⴥ⥅㞝䛄ᪧ韓ᮎ「日ㄒ学校」の◊

✲䛅（ᕞ大学出∧会、1997 年）、城津学ᇽと➲

᳃助の関係についてはᯇ⏣ಟ一「➲᳃助

と朝鮮における教育活動」（䛄䜸ー䝥ン・リ䝃ー

チ・䝉ン䝍ー年ሗ䛅3 ྕ、2009 年）、1920 年代の

中国人教育ᶵ関については㜿部ὒ䛄「対支文化

事業」の◊✲䛅（Ữྂ書院、2004 年）➼がᣲ䛢ら

れる。 

(3)䛄東亜同文書院大学 䛅ྐ59、74 㡫（会、19 

82 年）。 

(4)㎰ᕤ⛉ㄌ生の経⦋からᗫṆに⮳る䝥䝻䝉スに

ついては、ᣋ✏「東亜同文書院㎰ᕤ⛉のᐇീ

についての一⪃察」（䛄中国◊✲月ሗ䛅761 ྕ、

2011 年7 月）をཧ↷。 

(5)「⛉学的⯆業◊✲所タ立」。 

(6)同上。 

(7)同上。 

(8)同上。 

(9)同上。 

(10)同上。 

(11)同上。 

(12)同上。 

(13)๓ᥖ䛄東亜同文会 䛅ྐ501 㡫。 

(14)䛄対支㑣経Ⴀ助成䛅（䜰䝆䜰歴ྐ㈨ᩱ䝉ン䝍 

ー、㻾㼑㼒㻚㻮03030268300）。 

(15)๓ᥖ「東亜同文書院㎰ᕤ⛉のᐇീについて 

の一⪃察」1、4 㡫。なお、「㎰ᕤ⛉新タ䝜᪨」

は「東亜同文書院㎰ᕤ⛉新タ᪨ཬㄢ⛬表」

74䡚76 㡫（䛄支㑣䛅5（18）、1914 年）。  

(16)๓ᥖ「東亜同文書院㎰ᕤ⛉のᐇീについて 

の一⪃察」10䡚11 㡫。なお、㎰ᕤ⛉のᕤ業⛉ 

へのኚ᭦と東亜同文会の㈈政㞴に関するグ㏙ 

としては、それ䛮れ䛄大正༑二年二月 東亜同 

文書院⣖要䛅8 㡫（1923 年）、䛄東亜同文書院大 

学 䛅ྐ109 㡫（会、1982 年）、「上ᾏᕤ業◊ 

✲所」に関する㈨ᩱとしては 1919 年8 月27 日 



120

∾野ఙ㢧東亜同文会会長より原ᩗ内㛶総⌮大 

⮧ᐄ「上ᾏᕤ業◊✲所タ立⿵助⏦ㄳ書」、同⏦ 

ㄳ書ᒓ㈨ᩱ「東亜同文書院ᕤ業◊✲所」、

「上ᾏᕤ業◊✲所タ立⿵助䝙関ス䝹௳」（外ົ

省グ㘓䛄東亜同文会関係㞧⧩䛅3）、「東亜同文

会事業ᥦ要」（外ົ省グ㘓䛄東亜同文会関係㞧

⧩䛅4）などがᣲ䛢られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

䛆㈨ᩱ䛇㻌

「⛉学的⯆業◊✲所タ立」᪨ 

支㑣はኳ↛のᐩ※༤ཌにして地中地表のᐆⶶ↓

㝈なりと㞪もஅを⛉学的に応⏝しのᐩ力を㛤Ⓨ

せんとḧするものᬛ㆑の㈨力ḞஈせるがⅭ

めṤんどஅをᗫ≀どして㢳み䛦るの≧ែにしてㄔ 

に③ᝰの⮳りにሓ䛘ずの㈨※を㛤Ⓨして

のᐩ力を増Ṫせんとḧせ䜀の一法として省城

ẖに本の⛉学的⯆業◊✲所をタ立しஅに日本

より⪁練のᑓ㛛ᢏᖌを派遣しᕪ当りの省内の㖔

≀ཬ㎰⏘≀にᑵきஅを調ᰝ◊✲しての⯆業の

タィを立しஅを支㑣官憲にᥦ౪しのᚲ要に

応じ人と㈨力とを日本より౪⤥し以て日支合ᘚと

Ⅽさは文化的に支㑣のᐩ※を㛤Ⓨし所ㅝ日支親

ၿඹ┈以て支㑣をᐩ国たらしむべきなり⪋して

の事業より┈する所ののᗄ分を本所に寄㝃

せしめ⨨きஅを集✚して日Ṉ✀のᑓ㛛学校タ

立の㈨とさ䜀教育上にも大なるຠ果を与ふべき

なり 

（原は₎Ꮠ䜹䝍䜹ナ文であるが、ᘬ⏝者が₎Ꮠ

䜂らがな文にᨵめた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




